証明申請の遅れた理由書
西暦       年      月      日

静岡商工会議所　御中

貿易登録番号：　　　　　　　　　　　         　
会社名：　　　　  　　　　　    　   　　
部課名：　      　　　　　　 　　   　 　
本件担当者名：　　　　　　　　　　　　　 　　　
電話番号：　　　　　　　　　　　　　　 　　
　今般、当社が貴所宛に証明申請する下記書類は、船積日から相当の日時を経過しておりますが、これは次の理由によるものです。事情をご理解のうえ証明願います。

（＊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記

１．　書類名： 　　　　　　　　　　　          （関連Ｉ/Ｖ Ｎｏ．　　　　　　　　　　）

２．　証明申請が遅れた具体的な理由（具体的状況説明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(注)申請者がメーカーの場合には、次の文章を（＊）の位置に下記の文言を記載してください。

　「なお、同書類に記載の商品は当社が製造したものに相違ないことを誓約いたします。」

（注）船積み後、６ヵ月超１年以内の場合の原産地証明書申請手続きについて

原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則となっていますので、船積み後６ヵ月超１年以内の場合の原産地証明書の申請に際しては、インボイスの他に下記の典拠書類（ＡおよびＢのいずれか、必要に応じてＣ、Ｄ）の提出が必要です。なお、申請は日本産商品のみに限ります。
また、船積から1年が経過している場合（2024年1月1日船積の場合、2025年の１月１日以降の日付）には、申請を受理できません。

Ａ. 証明申請が遅れた理由書（必須）
※申請が遅れた理由および商工会議所発行の原産地証明書を必要とする理由について、適切かつ具体的に記載されている必要があります。単に「買主から要求があった」という理由だけでは受理できません。

※自社製品を直接輸出した場合、商品が自社（日本国内）で製造したものである旨の誓約文を記載します。

Ｂ. 日本から輸出された事実を示す資料（㋐～㋔のいずれかの提出が必須）
㋐ 船荷証券（B/L）の Original のコピー
㋑ 航空貨物運送状（AWB：Air Waybill）のコピー
㋒ 海上貨物運送状（SWB：Sea Waybill）のコピー
㋓ EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書のコピー
㋔ 輸出許可済み輸出申告書（E/D：Export Declaration）のコピー
Ｃ. （他社からの購入品の場合）製造業者発行の製造証明書（原本）
※輸出商品を製造した旨（原産性を明らかにする旨）の誓約文を記載します。

※商品名、数量、製造日、製造場所（日本国内）等の輸出する商品の情報を記載してください。また、商品名（具体的かつ一般的なものであること）については、商品の同一性を照合するため、典拠インボイスおよび原産地証明書に記載された商品名と同一であることが確認できる必要があります。商品番号または商品コードがあわせて記載されている場合には、当該番号または当該コードも同様です。

※当該製造業者による社印の押印が必要です。

Ｄ. その他の典拠書類（必要に応じて）
㋐ 信用状（L/C）のフォトコピー
㋑ バイヤー等からの原産地証明書を要求するＦＡＸやＥメール文等のコピー
㋒ その他商工会議所から提出依頼があった書類
お問い合わせ

静岡商工会議所清水事務所 産業振興課

〒424-0821　静岡市清水区相生町6-17

TEL : 054-353-3401

